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新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 25 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

○区ビジョン基本方針

○区ビジョンまちづくり計画

◆ 指標等

○区自治協議会での協議

○パブリックコメントの実施

○その他

◆ 運用上の課題・問題点等

○

2 3

22

13 2 0 5

西蒲区

特に関連する条文の番号には網かけをしています。
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　区の担うべき役割や目指すまちのすがたを示すもので，「区ビジョン基本方針」と
「区ビジョンまちづくり計画」で構成されている。

「新・新潟市総合計画」の一部として策定されたもの。区の担うべき役割や目指
すまちのすがた，まちづくりに向けた施策の方向などを定めている。平成18年度
に策定。計画期間：平成19～26年度。

区ビジョン

区における行政運営

5

区ビジョン基本方針を踏まえ，区の具体的な取り組みを定めたもの。
計画期間：平成20～26年度

1

策定時に
おける
市民参画の
状況

平成19年度の各区自治協議会において，部会及び全体会議で協
議を行った。

意見
提出者数

提出
意見数

北区 東区 中央区 江南区 秋葉区 南区

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

西区

現在の区ビジョンまちづくり計画は総花的計画となっており，区の将来像実現にど
こまで近づいているかの評価が難しいものとなっている。次期計画では，将来像実
現のため，より区の特色に絞った計画づくりが求められる。そのためには，区民と
の協働による計画づくりがより一層必要であり，区民意見をどう取り入れるかが
課題となる。

区民とのワークショップ，コミュニティ協議会ごとの説明会
等，各区ごとに市民との意見交換の場を設けながら策定。

3

35 53 0 25 12 17 12

１



新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 25 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

◆ 指標等

平成２４年度　特色ある区づくり予算
環境５，防災１，子育て２，健康１，産業観光２，その他２

環境１，防災２，子育て１，健康１，高齢者２，その他３

環境２，防災１，子育て２，健康１，障がい者１，その他６
防災１，子育て３，高齢者１，伝統１，その他５
環境２，防災１，ふれあい４，大学連携２，ＰＲ１，その他３
防災１，子育て２，ＰＲ４，伝統２，その他１

◆ 運用上の課題・問題点等

　事業期間を原則３年としており，地域に根差した事業を創設できても，その後の継
続の保証ができない。

1

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

各区の事業
種別件数

西蒲

秋葉
江南
中央

北
東

南
西

2
区自治協議
会提案事業

別紙参照

環境１，防災２，子育て３，健康１，産業１，交通安全１，その他２

環境２，防災１，子育て１，健康１，交通１，地域福祉２，その他６

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

　分権型政令市の実現を目指した「大きな区役所」づくりの取り組みの一つとして，
平成１９年度当初予算から，区の企画による「特色ある区づくり予算」を設けてい
る。
　自治協議会の協力のもと，区の伝統文化を育てる取り組みや自然風土を活かした取
り組み，区民との協働による取り組みや区独自の課題解決に向けた取り組みを予算化
している。
　事業の企画立案にあたっては，区自治協議会からの意見，提案を反映させながら取
り組んでいる。
　平成２４年度予算からは，「区自治協議会提案事業」予算枠を追加設定した。

4-2

特色ある区づくり予算

区における行政運営

２







新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 26 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

◆ 指標等

※数値は延数 ※24年度は見込数

◆ 運用上の課題・問題点等

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

4-3

　地域と学校パートナーシップ事業は，学校と地域が共に元気が出るように，地域教
育コーディネーターを学校に配置し，学校と社会教育施設や地域活動を結ぶネット
ワークづくりを通して，学・社・民の融合を推進している。
　具体的には，学習活動の支援，登下校時の安心安全の見守り活動，また，教育環境
整備などにおいて，保護者や地域住民の方などを学校支援ボランティアとしてコー
ディネートし，地域の人材，教育力を生かした教育活動を進めている。

事業実施校
数

年度

実施校数

地域と学校
パートナーシップ事業

地域住民及び地域コミュニティの役割

２４

158
1

名称

3
　平成23年度に坂井東小学校と入舟小学校の２校が，優れた「地域に
よる学校支援活動」推進にかかる文部科学大臣表彰を受賞。

文部科学大
臣表彰

　学習支援活動において，保護者，地域住民の方から「ゲストティーチャー」や補助
形式で支援をしてもらっているが，今後も多くの方からボランティアとして支援いた
だけるよう，これまでの本事業の成果を周知すると共に，学習支援ボランティアを受
け入れる体制を充実していく必要がある。
　また，地域教育コーディネーターの資質向上をはじめ，保護者，地域の方，社会教
育施設職員が共に子どもを育てていく体制を進めていくことが必要となるため，地域
教育コーディネーター及び学校担当教職員を対象とした研修会において，事業課題に
則した研修内容を盛り込むなど，課題解決を進めていく必要がある。

２３ ２４

4,601 25,977 40,656 64,413 150,797 167,000

年度

2

１９ ２０

内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

２１ ２２
学校支援ボ
ランティア
数

延人数

２３

8 40 64 105 139

１９ ２０ ２１ ２２

３







新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 26 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

◆ 指標等

◆ 運用上の課題・問題点等

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

　小学校の体育館や余裕教室などを活用して子どもたちに安心・安全な遊び場を提供
するとともに，地域の大人，中学生，近隣の大学生がボランティアとして活動に参加
し，子どもたちとのふれあいを通して，地域ぐるみで子どもたちの健全育成を図って
いる。実施時間は，平日の放課後と土曜日の午前中。
　平成14年度より事業開始。

事業実施校
数

年度

実施校数

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

4-4

子どもふれあいスクール事業

地域住民及び地域コミュニティの役割

　ふれあいスクール事業の子どもの参加者数が減少傾向にあることから，活動の中心
となり計画立案や学校との連絡調整等を行う「ふれあいスクール運営主任」等を対象
とした研修の充実や，学校のＰＴＡや教職員を対象とした事業周知の働きかけをより
一層進めていく必要がある。

２３ ２４

35 39 43 47 51 57
1

１９以前 ２０ ２１ ２２

４







新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 27 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

【具体的な助成対象例】
・地域住民への広報紙等の印刷費用
・構成団体間の連絡用郵便費用
・会議会場の借上費用
・事務用消耗品などの購入費用

※地域コミュニティ協議会

◆ 指標等

◆ 運用上の課題・問題点等

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

4-5

交付状況

　制度開始以来，大多数のコミ協が当該制度を利用している。自治会費のような会費
を徴収していないコミ協も多く，当該助成金が重要な活動財源となる場合も多い。
　平成23年度には「助成限度額の拡大（年間10万円→20万円）」，「補助対象経費の
制限緩和（事務局員への賃金，事務所の光熱水費が対象に）」，「各区要綱→全市要
綱に統一」などの改正を行った。
　地域からは事務局員の人件費について，更なる増額の要望がある。今後も，地域の
意見・要望等を参考に，より良い助成制度となるよう努めていきたい。

新潟市地域コミュニティ
協議会運営助成金交付要綱

市の役割

1

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

　地域コミュニティの活性化と分権型協働都市の実現のため，地域コミュニティ協議
会（以下「コミ協」という。）の運営に要する経費に対し，予算の範囲内において助
成金を交付することにより，コミ協の安定した運営を図り，地域と行政が協働してま
ちづくりに取り組む環境を整備することを目的とする。

地域における課題を解決するため，概ね小学校区を単位に，地域の自主的な取組
のもと結成されている。平成24年7月現在，市内のコミ協数は96。

H19 H20 H21 H22 H23
交付団体数 91 90 88 88 90
交付額 9,524 9,873 9,645 9,800 19,306

（単位：千円）

５



新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 27 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

【申請できる団体】

【補助金の額】
○補助率：10分の10　限度額：1事業あたり20万円
○地域コミュニティ協議会については下記のとおり

・2つの小学校区で構成：40万円、3つ以上の小学校区で構成：60万円
・

　

◆ 指標等

23年度実績 件
【参考】　地域活動費補助金の申請件数 20年度 件

21年度 件
22年度 件

※地域活動費補助金

23年度実績 地域課題の解決 件
資源循環型社会の促進 件
地球温暖化対策 件
地域コミュニティ活動の活性化 件
その他 件

○「ござれやきそば」プロジェクト
申請者： 松浜地区コミュニティ協議会（北区）
事業内容：

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

　地域課題の解決を図る活動，資源循環型社会の促進を図る活動，地球温暖化対策を
図る活動，地域コミュニティ活動の活性化を促進する活動に対し，補助金を交付する
もの。平成23年度より事業開始（類似の補助金を整理統合し新設）。

申請件数

対象事業の
種別・件数

109
50
13

331

「新潟市地域活動補助金」開始前の補助金のひとつ。資源
循環型社会の促進や地球温暖化対策，地域での市民福祉活
動などの地域住民による　自主的･主体的なまちづくり活
動を交付対象とした。

4-6

新潟市地域活動補助金
交付要綱

市の役割

2

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

地域コミュニティ協議会，自治会，
その他の団体（老人クラブ、PTA、NPO等の営利を目的としない団体））

2つのコミ協が合同で事業実施：40万円、3つ以上のコミ協が合同で事業実
施：60万円

125
188
257

1

504

1

3
23年度
申請案件

松浜名物のB級グルメとして「ござれやきそば」を
売り出し，町の活性化と地域の特産品の周知を図
る。

６



○地域住民の安心安全のための見回り事業
申請者： 東中野山小コミュニティ協議会（東区）
事業内容：

○安心カード配布による高齢者の安心・見守り事業
申請者： 鏡淵小学校区コミュニティ協議会（中央区）
事業内容：

○おはよう朝ごはん料理講習会
申請者： 大江山地区コミュニティ協議会（江南区）
事業内容：

○避難所設営訓練
申請者： 山の手地区コミュニティ協議会（秋葉区）
事業内容：

○新飯田コミュニティカレンダー発行事業
申請者： 新飯田コミュニティ協議会（南区）
事業内容：

○地域福祉計画の再検討
申請者： 五十嵐小学校区コミュニティ協議会（西区）
事業内容：

○「浜メグリ～浜の秋展２０１１」事業
申請者： 角田地区コミュニティ協議会（西蒲区）
事業内容：

◆ 運用上の課題・問題点等

　対象事業の範囲を広く認めていることから判断が難しい部分があり，事例検討会等
を通じて，各区と情報の共有化を図っていく必要がある。
　また，今後は申請内容や件数を踏まえ，補助率や利用回数など，制度の見直しを行
うとともに，より地域課題の解決に向けた事業となるよう検討していく必要がある。

3
23年度
申請案件
（続き）

不審者への防御，交通事故の防止のため，児童・
生徒の登校時及び夜間にコミ協部会のメンバーに
よるパトロールを実施。

地域内の高齢者宅へ安心カード（緊急連絡先・掛
かり付け医等を掲載）を配布。地域の高齢者の実
態を把握し，見守り活動につなげる。

食事における基本的習慣を身につけるための親と
子の講習会（食についてのミニ講話と朝ごはんレ
シピの調理・試食）

災害発生直後の混乱期に地域住民の安否確認と避
難所の速やかな開設，円滑な運営ができるよう，
実践的な防災訓練を行うとともに防災に関する協
力体制の強化を図る。

コミュニティ協議会の活動や各種団体（小･中学校
など）の1年間の活動予定を掲載したカレンダーを
全世帯に配布し，事業への理解と協力及び参加を
呼びかけ，コミュニティ意識を向上させる。

コミュニティ協議会内の現況を再検討し，福祉活
動の問題点の洗い出しと今後の対応についての検
討を各自治会の担当者を集めて行う。

角田地区コミュニティ管内在住の作家や地域の方
の作品を展示・発表することにより，地域の文化
やこの地域の魅力を知ってもらう。

７



新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 28 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

◆ 指標等

○概ね月１回開催
○そのほか，分野別の部会を設け，テーマを絞って議論

○区ビジョンまちづくり計画の策定
○特色ある区づくり予算事業の企画立案
○地域課題の解決に向けての協議

具体的取り組み事例
○自治協議会だよりの発行
○バス路線新設要望
○公的施設の跡地利活用についての提案

◆ 運用上の課題・問題点等

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

　新潟市が目指す分権型政令市を実現し，市民と行政との協働によって，住民自治の
推進を図るために，各行政区に設置するもの。
　新潟市が政令市に移行した，平成１９年４月１日からスタートした。
　３０人以内で組織，委員の任期は２年（１回に限り再任可）

＜役割＞
○まちづくりや地域課題の解決のため，多様な意見の調整及び取りまとめを行い，
  区民と市との協働の要となる
○区役所の事務や市が行う区民等との連携強化に関することなど，市長や
  その他の市の機関によって諮問されたものや，必要と認めるものについて，
  審議し意見を述べる

4-7

会議開催回
数等

新潟市区自治協議会条例

区自治協議会の役割

　幅広い区民の意見を，どう吸収し，全体議論につなげていけるかが課題としてあげ
られる。
　現在第３期目に入っているが，委員の任期は２年で，再任までのため，今後，地域
の人材を掘り起こし，育成していく仕組みを検討する必要がある。

2

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等

取り組み内
容

1

８



新潟市自治基本条例　関連条例・制度等 個別票

◆ 関連する条例・制度等の名称 ◆ 関連条文

1 第 29 条

2

3

4

5

※

◆ 概要

◆ 指標等

○姉妹・友好都市（6市）および交流協定都市（1市）との交流の推進
姉妹・友好都市： ガルベストン，ハバロフスク，ハルビン，

ウラジオストク，ビロビジャン，ナント
交流協定都市： ウルサン

○北東アジア各地域との交流推進
○海外拠点施設（北京，ソウル，大連）の運営または運営への参画
○

○観光客誘致
○環境・技術交流

（三都市環境会議，医学研修生招聘，水道技術交流等）
○経済交流

（北東アジア経済発展国際会議の開催，各種見本市の開催・参加等）
○港湾・空港利用促進

○外国籍市民懇談会の開催
○災害時外国人支援事業の展開
○留学生支援
○国際交流員・外国語指導助手の配置
○外国語による案内標識等の整備
○外国語パンフレット・生活ガイド・ホームページ等の作成
○学校への日本語指導協力者派遣
○

◆ 運用上の課題・問題点等

1

2

大綱に基づ
く取り組み
（多文化共
生のまちづ
くり）

（公財）新潟市国際交流協会による各種外国籍市民支援・国際理
解事業

　本市は大綱に基づき，対外交流・多文化共生の両面から国際化に取り組んでき
た。
　グローバル化の進展により本市においても外国との間の壁は低くなり，さまざま
な国籍の人々が本市に在住している。
　その一方で，国際情勢の変化が地方レベルの国際交流にも影響を与えるようにな
り，これまで以上に市民の国際理解を進めていく必要がある。

5-1

新潟市国際化推進大綱

国及び他の地方公共団体等との協力

特に関連する条文の番号には網かけをしています。

　政令指定都市への移行をきっかけに，市民，地域コミュニティ，民間団体，教育
研究機関，経済界，行政が一体となって本市の国際化を推進するため策定したも
の。
　新潟市の歴史・地理的特性を活かした対外交流を推進することとと，「内なる国
際化」を進め多文化共生のまちづくりを目指すことを定めている。

大綱に基づ
く取り組み
（対外交流
の推進）

文化・スポーツ・教育交流
（ラ・フォル・ジュルネ新潟，日韓少年サッカー，青少年交流等）

名称 内容，件数等の推移，開始時期，具体的な取り組み例等
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